
○「令和６年４月改正版」むつ市介護予防マネジメントマニュアルマニュアルの変更点 

「むつ市介護予防マネジメントマニュアル」は平成２９年度介護予防・日常生活支援総合

事業（以下「総合事業」）が開始されるにあたり作成され、令和３年度介護報酬改定の際に

一部変更を行いました。令和６年度介護報酬改定に伴い、下記のとおり、一部変更を行い

ます。令和６年度６月改正版の変更点は以下に赤字標記しています。 

 

ページ数 変更前 変更後 

目次 第 2 章 介護予防ケアマネジメント 

１ 事業内容・・・・・・・・・・・・・・・・21 

２ 介護予防ケアマネジメントの基本的な考え

方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

３ 介護予防ケアマネジメントの類型と考え方・23 

４ 利用者との契約・・・・・・・・・・・・・23 

５ 介護予防ケアマネジメントＡ（原則的なケアマネジ

メント）・・・・・・・・・・・・・・・・24 

６ 介護予防ケアマネジメントの報酬・・・・・30 

７ 介護予防ケアマネジメント費の請求・・・・30 

第 2 章 介護予防ケアマネジメント 

１ 事業内容・・・・・・・・・・・・・・・・21 

２ 介護予防ケアマネジメントの基本的な考え

方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

３ 介護予防ケアマネジメントの類型と考え方・23 

４ 利用者との契約・・・・・・・・・・・・・23 

５ 介護予防ケアマネジメントＡ（原則的なケアマネジ

メント）・・・・・・・・・・・・・・・・24 

６ 介護予防ケアマネジメントの報酬・・・・・30 

７ 介護予防ケアマネジメント費の請求・・・・31 

2 １ 高齢者を取り巻く環境 

（略） 

つまり、今までの介護予防や生活支援のあり方では、

今後の少子高齢化に対応することが困難な事態が起きて

います。 

そこで、住民等による多様なサービス、地域の支え合

いの体制づくりが必要とされ、旧介護予防訪問介護相当

サービス等と住民等が参画するような多様なサービス

を総合的に提供することが可能な仕組みである「介護予

防・日常生活支援総合事業」へ移行することとなりまし

た。 

１ 高齢者を取り巻く環境 

（略） 

それまでの介護予防や生活支援のあり方では、今後の

少子高齢化に対応することが困難な事態となり、住民等

による多様なサービス、地域の支え合いの体制づくりが

必要とされました。 

そこで、平成 29 年度に、それまでの介護予防や生活

支援体制が、旧介護予防訪問介護相当サービス等と住民

等が参画するような多様なサービスを総合的に提供す

ることが可能な仕組みである「介護予防・日常生活支援

総合事業」へと移行されました。 
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4 ４ 一般介護予防事業とは 

（略） 

４ 一般介護予防事業とは 

（略） 

5 ［表 1］ 
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［図 3］ 
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［図 5］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 5］ 

 

12 基本チェックリストの実施者 

基本チェックリストは、市役所本庁舎に相談に来所した

場合は高齢者福祉課地域包括支援センター職員が、市役所

分庁舎に来所した場合は市民生活課職員が実施します。 

（略） 

基本チェックリストの実施者 

基本チェックリストは、市役所本庁舎に相談に来所した

場合は介護保険課地域包括支援センター職員が、市役所分

庁舎に来所した場合は川内庁舎・大畑庁舎市民生活課職

員、脇野沢庁舎総合課職員が実施します。 

（略） 

12 基本チェックリストの受付 

（略） 

（例１）令和３年 4 月 30 日認定切れの場合は、（略） 

（例２）令和３年 5 月 31 日認定切れの場合は、（略） 

 

基本チェックリストの受付 

（略） 

（例１）令和 6 年 4 月 30 日認定切れの場合は、（略） 

（例２）令和 6 年 5 月 31 日認定切れの場合は、（略） 

13 事業対象者の基本チェックリストの情報提供 

事業対象者の基本チェックリストについては、提出先の

各分庁舎市民生活課又は市役所本庁舎（直営の地域包括支

援センター）にて写しの交付ができます。 

（略） 

事業対象者の基本チェックリストの情報提供 

事業対象者の基本チェックリストについては、提出先の

市役所本庁舎又は川内庁舎・大畑庁舎市民生活課、脇野沢

庁舎総合課にて写しの交付ができます。 

（略） 

15 10 事業対象者の区分支給限度額 

事業対象者の区分支給限度額は[表 3]のとおりですが、

利用者の状態によっては、上限 10,531 単位までの範囲で、

支給限度額の拡大が可能となります。その場合、市に「事

業対象者における区分支給限度額変更申請書※4」と添付

書類（介護予防サービス支援計画書・サービス担当者会議

の要点）の提出が必要となります。 

10 事業対象者の区分支給限度額 

事業対象者の区分支給限度額は[表3]のとおりですが、利

用者の状態によっては、上限10,531単位までの範囲で、支

給限度額の拡大が可能となります。その場合、市に「事業

対象者に係る区分支給限度額変更申請書※4」と添付書類

（介護予防サービス支援計画書・サービス担当者会議の要

点）の提出が必要となります。 

15 区分支給限度額対象サービス 

（略） 

◆事業対象者については、指定事業者のサービスを利用す

る場合のみ給付管理を行います。  

□訪問型サービスのうち現行の訪問介護相当 

□通所型サービスのうち現行の通所介護相当 

（略） 

区分支給限度額対象サービス 

（略） 

◆事業対象者については、指定事業者のサービスを利用す

る場合のみ給付管理を行います。  

□訪問型サービスのうち従前の訪問介護相当 

□通所型サービスのうち従前の通所介護相当 

（略） 



16 サービスの日割り算定について 

総合事業のうち、現行相当の訪問型サービス・通所型サ

ービスについては、（略） 

その他の起算日及び終了日については、平成 27 年 3 月

31 日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム

変更に係る参考資料（確定版）」資料Ⅰ-９をご覧ください。 

 

 

サービスの日割り算定について 

総合事業のうち、従前相当の訪問型サービス・通所型サ

ービスについては、（略） 

 その他の起算日及び終了日については、令和 6 年 5 月

10 日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム

変更に係る参考資料（確定版）の一部訂正」資料Ⅰ-9 を

ご覧ください。 

 

19 住所地特例対象者における必要な事務手続き       

○要支援認定をする場合 

 （略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

○事業対象者の場合 

（略） 

住所地特例対象者における必要な事務手続き       

○要支援認定をする場合 

 （略） 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

○事業対象者の場合 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 第２章 介護予防ケアマネジメント 

１ 事業内容                     

（略） 

ご注意いただきたいのは、「介護予防ケアマネジメント」

と従来の「介護予防支援」との区別です。総合事業のサー

ビス事業を利用する方でも、従来の介護予防支援にてケア

プランを立てる方もいます。 

（略） 

第２章 介護予防ケアマネジメント 

１ 事業内容                     

（略） 

ご注意いただきたいのは、「介護予防ケアマネジメント」

と「介護予防支援」との区別です。総合事業のサービス事

業を利用する方でも、介護予防支援にてケアプランを立て

る方もいます。 

（略） 



23 ［表 6］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表 6］ 

 

23 

24 

４ 利用者との契約 

「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係わ

る契約書（個人用）」と、「地域包括支援センター重要事項

説明書」「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント説

明書」とともに、契約の締結を行います。 

 

 

４ 利用者との契約 

 「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係わる

契約書（個人用）」と、「地域包括支援センター重要事項説

明書」「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント説明

書」とともに、契約の締結を行います。 

（地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントの

一部を指定介護予防支援事業者としての指定を受けてい

る指定居宅介護支援事業者に委託する場合については、令

和 6 年 4 月 26 日付事務連絡「指定居宅介護支援事業所が

市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場

合の留意事項について」を参照してください。） 

24 実施主体 

地域包括支援センターにおいて実施しますが、従来の介

護予防支援と同様に、業務の一部を指定居宅介護支援事業

所へ委託することが可能です。（略） 

実施主体 

 地域包括支援センターにおいて実施しますが、業務の一

部を指定居宅介護支援事業所へ委託することが可能です。

（略） 

 

24 居宅介護支援事業所への一部委託 

 これまでの介護予防支援の場合と同様、委託元の地域包

括支援センターでは、ケアプラン等のチェックや必要書類

の提出を受け、請求及び給付管理票の国保連への送付を行

います。 

（略）ケースによって、担当の地域包括支援センターと協

議を行ってください。 

 

 

 

居宅介護支援事業所への一部委託 

 委託元の地域包括支援センターでは、ケアプラン等のチ

ェックや必要書類の提出を受け、請求及び給付管理票の国

保連への送付を行います。 

（略）ケースによって、担当の地域包括支援センターと協

議を行ってください。 

（地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント

の一部を指定介護予防支援事業者としての指定を受けて

いる指定居宅介護支援事業者に委託する場合については、

令和 6 年 4 月 26 日付事務連絡「指定居宅介護支援事業所



が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する

場合の留意事項について」を参照してください。） 

 

26 実施の手順 

（略） 

 

 

①アセスメント（課題分析） 

（略） 

その際に活用できるツールとして、添付の「興味・関心チ

ェックシート」をご参照ください。 

 

実施の手順 

（略） 

 

 

①アセスメント（課題分析） 

（略） 

その際に活用できるツールとして、「興味・関心チェック

シート」をご参照ください。 

 

28 ［表 7］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表 7］（削除） 

 

 

30 報 酬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 酬 

 



30 介護予防ケアマネジメントＡ 委託連携加算（Ｒ３新設） 

 利用者１人につき指定介護予防支援を指定居宅介護支

援事業所に委託する初回に限り算定できます。 

 

介護予防ケアマネジメントＡ 委託連携加算（Ｒ３新設） 

利用者１人につき介護予防ケアマネジメントを指定居

宅介護支援事業所に委託する初回に限り算定できます。 

 

31 ７ 介護予防ケアマネジメント費の請求 

 介護予防ケアマネジメント費の請求及び給付管理票の

国保連への送付は、介護予防支援と同様、地域包括支援セ

ンターが行います。 

 介護予防ケアマネジメントの一部委託を受けている居

宅介護支援事業所は、サービス月の翌月５日までに、各地

域包括支援センターに介護予防ケアマネジメント費の内

訳書、給付管理票データを提出します。 

 

 

 

７ 介護予防ケアマネジメント費の請求 

 介護予防ケアマネジメント費の請求及び給付管理票の

国保連への送付は、地域包括支援センターが行います。 

 介護予防ケアマネジメントの一部委託を受けている居

宅介護支援事業所は、サービス月の翌月５日までに、各地

域包括支援センターに介護予防ケアマネジメント費の内

訳書、給付管理票データを提出※12します。 

※12 地域包括支援センターへの介護予防ケアマネジメ 

ント費の内訳書、給付管理票データの提出につい 

て･･･ 

    USB での提出の他、メールでの提出も可能ですが、

メールにパスワードをかける、データを添付したメ

ールとは別にパスワードを伝えるなど、いずれの提

出方法においても十分なセキュリティ対策を行い、

個人情報の取扱いに注意するようにしてください。 

 

31 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※1～11 各様式は市ＨＰに掲載 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※1～4、6、9 各様式は市ホームページに掲載 

※7、10、11   各様式は厚生労働省「介護予防ケアマネ 

ジメント実施における関連様式例一覧」参照 

※8 様式は厚生労働省ホームページ掲載「介護予防マ

ニュアル 第 4 版」参照 

 

 

 

 


